
 

 

 

第 1１２回 多可町定例記者会見 
令和元年７月１９日（金）１３：３０～ 

多可町役場 ４０１会議室  
 

１．町長あいさつ 

 

２．案 件 

◆記者発表事項 

(１) 社会福祉法人等７法人（９施設）と締結します 

災害時における福祉避難所の設置・運営に関する協定締結調印式【7月 29日】…………Ｐ. １ 

 

(２) 平成 29 年３月の運転免許制度改正に対応、消防団活動を支援 

「消防団員に対する準中型自動車運転免許取得補助金」を創設 …………Ｐ．● 

 

(３) 学生たちに静かな場所で勉強できる場所を提供します 

議場を自習室として開放【8月 19日～23日】 …………Ｐ. ● 

※8月 8日、高校生議会の時に自習室開放の PR用カットを撮影予定 

 

(４) 議会を身近に感じて貰おうと開催 

多可高等学校の生徒による模擬議会【8月 8日】 …………Ｐ. ● 

 

(５) 今年は第 30 回のアニバーサリー。作品大募集 

第 30回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展、作品募集中 …………Ｐ. ● 

 

 

◆その他の機関 

【多可町社会福祉協議会】 

(１) 学ぼう、福祉のまちづくり～助け合いと支え合いで作る、「やさしい多可のまち」 

第１４回社協まつり【7月28日】 …………Ｐ. ● 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R1.7.9 生活安全課 今中大祐 0795－32－4777 
（内線 ）

事 業（行 事）名 

災害時における福祉避難所の設置・運営に関する協定締結調印式 

日 時（開催期間） 

令和元年７月２９日（月）午前１１時

場 所 

多可町役場 大会議室

趣旨または目的 

災害時において、一般の避難所での避難生活が難しい避難行動要支援者のため、町内福祉

施設を福祉避難所として開設ができるよう、この度、社会福祉法人等７法人（９施設）と協

定を締結する。

内 容 

現在町では、福祉避難所はアスパル（健康福祉センター）など町公共施設３施設を設定し

ているが、これらの施設はバリアフリーや障がい者用トイレの機能があるのみで、福祉的ケ

アが必要な人の避難生活の対応に不安があった。

今回、町内の特別養護老人ホームなどの福祉施設を福祉避難所として開設できるよう、７

法人（９施設）と設置運営に関する協定を締結する。

■協定締結法人

・社会福祉法人きたはりま福祉会  特別養護老人ホームしあわせ荘

・社会福祉法人那珂の郷 特別養護老人ホームグリーヴィラ妙見

・社会福祉法人千ヶ峰会 特別養護老人ホームヘルシービラ加美

・社会福祉法人楽久園会 特別養護老人ホームゆりの荘

・社会福祉法人養徳会 医療型障がい児入所施設医療センターのぎく

福祉型障がい児入所施設いちれつ学園

指定障がい者支援施設ひのもと青年寮

・多可赤十字病院         多可赤十字病院老健施設

・社会福祉法人多可町社会福祉協議会 かみ総合福祉センター

■調印式次第（予定）

開式

出席者紹介

協定書調印

あいさつ〔町長〕〔施設代表〕

閉式

参考資料など 

・協定書（案） 
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災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書【案】 

 

 多可町（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）は、

風水害・地震・その他の災害が発生した場合において、福祉避難所の設置運営業務

（以下「業務」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時において甲が乙の管理する施設の一部を、被災した災

害時要援護者等を対象とする福祉避難所として利用することについて、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（対象者） 

第２条 乙の管理する施設を福祉避難所として利用する対象者は、障がい者（児）、

高齢者、妊産婦、病弱者等のうち、災害時の避難所生活において何らかの配慮を

必要とする者及びその介助者（以下「要援護者等」という。）とする。 

 

（避難施設） 

第３条 避難施設として使用する乙の施設は、         とする。 

※もしくは 

第３条 避難施設として使用する乙の施設は、次の施設とする。 

 １            

 ２            

 

（要 請） 

第４条 甲は、福祉避難所での避難生活が必要であると判断した要援護者等を把握

した場合は、乙に対し、当該対象者の受け入れを要請するものとする。 

２ 受け入れ期間は、原則７日間以内とする。ただし、協議のうえ受け入れ期間を

延長することができるものとする。 

３ 乙は、甲から要請を特別な理由がない限り応じるように努めるものとする。 

４ 乙は、他の特別養護老人ホーム等が被災し、入所者が生活を継続すること     

が困難になった場合は、甲の要請の有無にかかわらず可能な限り受け入れるもの

とする。 

 

（業務の内容） 

第５条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、別途福祉避難所開設・運営マ

ニュアルに定めるとおりとし、マニュアルは適時見直し、必要があれば改正する
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ものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第４条に規定する業務に要する経費は、甲が負担するものとする。 

２ 料金等の算出方法については、災害発生時直前における通常の実費を基準とし

て、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（損害の負担） 

第７条 第４条に規定する業務により損害が生じた場合は、その損害に伴う負担に

ついて、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（補 償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、本業務において負傷し、または

死亡した場合の補償については、業務従事者の使用の責任において行うものとす

る。 

 

（協力体制） 

第９条 甲は、食料、生活必需品等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に努め

るものとする。 

２ 甲は、乙が対象者を適切に介助できるよう社会福祉協議会等の関係機関、医

療関係者、ボランティア等の介助者の確保に努めるものとする。 

 

（福祉避難所の早期閉鎖への努力） 

第 10 条 甲は、乙が本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、福祉 

避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第 11 条 この協定に関する連絡責任者は、甲、乙双方においてあらかじめ決めて

おくものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 12 条 甲及び乙は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要援護者等

又はその家族等の固有の情報を漏らしてはならない。 

２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 
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（効 力） 

第 13 条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、●年３月３１日ま

でとする。ただし、有効期間満了日の１カ月前までに、双方いずれからも書面に

よる解約の申し出がない場合は、当該有効期間満了日の翌日から起算して１年延

長するものとし、それ以降もまた同様とする。 

 

（協 議） 

第 14 条  この協定に定めがない事項については、その都度、甲乙協議して定める

ものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

 

              年  月  日 

 

 

                    甲   兵庫県多可郡多可町中区中村町 123 

                            多可町長  吉 田 一 四 

 

 

                    乙       兵庫県多可郡多可町 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

R1.7.9 
 

生活安全課 今中大祐 0795－32－4777 
（内線     ） 

 
事 業（行 事）名  

「消防団員に対する準中型自動車運転免許取得補助金」を創設 

日 時（開催期間） 

－ 
場 所 

－ 
趣旨または目的 

平成２９年３月運転免許制度の改正により、新しく普通免許を取得する人は３．５トン以上の

車両には乗ることができなくなりました。ポンプ車など３．５トン以上の車両を保有する部には、

消防車に乗ることができない団員が増えることで部の運営や団員確保に支障が出ることが想定

されます。この度準中型免許取得に対する補助を創設し、団員確保及び適正な消防団運営につな

げます。 
 
内 容 

 
■補助の対象 

次のいずれにも該当する団員とし、本補助制度の利用は１回限りとする。 
（１）平成２９年３月１２日以降に初めて普通自動車運転免許を取得した団員 
（２）所属する部の副分団長が推薦する団員 
（３）車両総重量が３．５トン以上の消防車両を有する部に所属する団員 
（４）準中型免許取得後、多可町消防団に５年以上在職し、消防団活動をすることを誓約す

る団員 
■補助対象経費 
 ○教習所において準中型免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能

検定料金、受験料金等。（ただし、他の補助制度により助成を受ける場合は、当該補助金を

除いた額とする。） 
■補助金額 

○対象経費の３分の２以内・上限１０万円 
 
参考資料など 

＊補助金交付要綱 

＊多可町消防団各部保有車両一覧 

 

 

-5-



多可町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、多可町消防団の消防の用に供する準中型自動車の運転免許（以下「準

中型免許」という。）を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交

付することにより、消防活動の円滑な遂行及び消防力の充実強化を図ることを目的とす

る。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、多可町補助金交付規則（平成１７年規則第１１８号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助の対象） 

第２条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とし、本補助制度

の利用は１回限りとする。 

（１）平成２９年３月１２日以降に初めて普通自動車運転免許を取得した団員 

（２）所属分団長又は所属する部の副分団長が推薦する団員 

（３）車両総重量が３．５トン以上の消防車両を有する部に所属する団員 

（４）準中型免許取得後、多可町消防団に５年以上在職し、消防団活動をすることを誓

約する団員 

 

（補助金の対象経費及び額） 

第３条 補助金の対象経費は、教習所において準中型免許取得のために要する入学金、教

習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費（再受験

料等の追加料金を除く。）とする。ただし、他の補助制度により助成を受ける場合は、

当該補助金を除いた額とする。 

２ 補助金の額は、前項に掲げる補助対象経費の合計額の３分の２の額又は１０万円のい

ずれか低い額とする。この場合において、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、多可町消防団員準中型自動車運転免許取得

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。 

（１）教習所の教習費用等の見積書 

（２）普通自動車運転免許証の写し 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成する

ため、次に掲げる条件を付し、多可町消防団員中型自動車運転免許取得補助金交付決定

通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（１）補助金の交付の決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の

各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

   ア 補助事業の内容の変更（軽微な変更は除く。）をしようとする場合 

   イ 補助事業に要する経費の配分の変更（事業費の１００分の３０未満の変更を除
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く。）をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

（２）補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

（３）補助事業により、取得した資格については、事業の完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（実績報告）

第６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して３０日を

経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の翌年度の４月１０日のいずれか早い

日までに、多可町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金実績報告書（様式第３号）

に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

（１）補助事業に係る領収証等の写し

（２）取得した準中型免許証の写し

（補助金額の確定及び請求）

第７条 町長は、前条に規定する補助金実績報告書等を受理した後、適正と認めたときは、

補助事業者に対し多可町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金確定通知書（様式第

４号）により通知するものとする。

２ 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、前項の通知を受領した日から起算

して 10 日を経過する日までに、多可町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付

請求書（様式第５号）を町長に提出するものとする。

（補助金の返還等）

第８条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた事業又は補助金の交付を受

けた事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき又は交

付した補助金の交付決定を取り消すことができる。ただし、町長が特に認めた場合にお

いてはこの限りでない。

（１）正当な理由がなく、第２条第１項第４号の誓約に違反したとき。

（２）虚偽の申請をしたとき。

（３）正当な理由がなく、運転免許証を取得しなかったとき。

（４）その他法令に違反したとき。

２ 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業

の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、そ

の返還を命じなければならない。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則

この告示は、令和元年７月１日から施行する。
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消防団各部保有車両
H31.4.1時

部 区分 車両ナンバー 車両総重量（kg）
山寄上部 小型ポンプ積載車（普通） 800す33-16 3270 軽油
鳥羽部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ62-82 3900 軽油
清水部 ポンプ車 800せ16-54 4300 軽油
轟部 小型ポンプ積載車（普通） 800す61-03 3290 軽油
山口部 小型ポンプ積載車（普通） 800す24-61 3280 軽油
西山部 ポンプ車 800そ28-14 4300 軽油
市原部 小型ポンプ積載車（普通） 831に1-19 3230 軽油
丹治部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ48-35 3510 軽油
大袋部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ16-36 3470 軽油
三谷部 小型ポンプ積載車（普通） 800そ3-35 3780 軽油
箸荷部 小型ポンプ積載車（普通） 800そ72-62 3090 軽油
門村部 小型ポンプ積載車（普通） 831ふ1-19 3525 軽油
杉原部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ47-76 1410 ガソリン
奥豊部部 小型ポンプ積載車（普通） 88　そ59-84 2850 軽油
観音寺部 小型ポンプ積載車（普通） 800す63-03 2740 ガソリン ２WD
豊部部 ポンプ車 800そ58-52 4510 軽油
熊野部部 ポンプ車 800そ71-89 4170 軽油
棚岩部 小型ポンプ積載車（普通） 830さ35-10 2950 軽油
多田部 ポンプ車 800そ　5-52 4290 軽油
二宮部 ポンプ車 800せ62-65 4470 軽油
寺内部 ポンプ車 800せ16-40 4430 軽油
西脇部 小型ポンプ積載車（普通） 800す82-90 3100 軽油 ２WD
山野部部 小型ポンプ積載車（普通） 800そ17-46 3710 軽油
門前部 小型ポンプ積載車（普通） 800さ17-97 2370 ガソリン
安楽田部 小型ポンプ積載車（普通） 800さ17-96 2370 ガソリン
東山部 小型ポンプ積載車（普通） 800す82-57 2550 ガソリン
田野口部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ18-68 1360 ガソリン
牧野部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ73-29 3720 軽油
鍛冶屋部 ポンプ車 800せ62-66 4360 軽油
間子部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ16-78 1420 ガソリン
岸上部 小型ポンプ積載車（普通） 800そ17-41 3730 軽油
天田部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ43-91 1440 ガソリン
高岸部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ62-83 3700 軽油
奥中部 小型ポンプ積載車（普通） 800す60-17 2600 ガソリン
茂利部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ90-57 3020 ガソリン
中村町部 ポンプ車 800そ20-79 4470 軽油
安坂部 小型ポンプ積載車（普通） 800す82-58 2540 ガソリン
糀屋部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ26-72 3890 軽油
坂本部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ18-67 1350 ガソリン
曽我井部 小型ポンプ積載車（普通） 800す82-56 2460 ガソリン
森本部 小型ポンプ積載車（普通） 800さ43-98 2550 ガソリン
西安田部 小型ポンプ積載車（普通） 800す18-70 2510 ガソリン
中安田部 ポンプ車 800そ20-68 4340 軽油
東安田部 小型ポンプ積載車（普通） 800さ94-48 2510 ガソリン
大屋部 ポンプ車 800せ62-85 4540 軽油
坂本部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ28-45 1420 ガソリン
中村部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ22-37 1410 ガソリン
横屋部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ28-66 1410 ガソリン
下村部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ22-45 1420 ガソリン
門田部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ28-65 1400 ガソリン
赤坂部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ22-36 1420 ガソリン
俵田部 小型ポンプ積載車（普通） 800す62-43 3390 ガソリン
中野間部 ポンプ車 800せ62-84 4560 軽油

小型ポンプ積載車（軽車両） 80あ18-16 1290 ガソリン
仕出原部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ16-79 1460 ガソリン
下野間部 ポンプ車 800そ72-16 4400 軽油

小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ34-03 1320 ガソリン
下三原部 小型ポンプ積載車（軽車両） 880あ28- 1410 ガソリン
柳山寺部 小型ポンプ積載車（普通） 800せ73-24 3480 ガソリン
中三原部 ポンプ車 800せ16-41 4390 ガソリン

小型ポンプ積載車（軽車両） 80あ18-53 1300 ガソリン
上三原部 小型ポンプ積載車（普通） 800す26-43 2960 ガソリン

３．５ｔ以上：２３部

備考
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R1.7.9 議会事務局 山本 茂弘
0795－32－4775 
（内線    ）

事 業（行 事）名 

議場を自習室として開放 

日 時（開催期間） 

令和元年８月１９日（月）～８月２３日（金） 午前９時～午後４時

※8 月 8 日の高校生模擬議会の際に PR カット撮影予定。取材可 
場 所 

多可町役場 議会議場

趣旨または目的 

 中学生以上の生徒・学生に、静かな場所で集中して勉強できる場所として、議場を開

放します。

内 容 

対象：中学生以上の生徒・学生

受付：当日受付

席数：４０席程度

注意事項：

・他の利用者の迷惑にならないよう静かに利用すること 

  ・議場内のパソコン機器等には絶対ふれないようにすること 

  ・椅子の移動をしないこと 

・コンセントを使用しないこと 

  ・室内の温度は、冷えすぎない設定（原則 28℃設定）にします 

  ・議場で飲食はしないこと 

※飲食は４階のエレベーター前ロビーで 

  ・帰りの時は、使用した机、座席周りをきれいにすること 

参考資料など 
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議場開放 問合せ：議会事務局（32-4775） 

多可町議会の議場を中学生以上の生徒・学生に自習室として開放します。

●期間

令和元年 8 月 19 日（月）～23 日（金）

●時間

午前 9 時～午後 4 時

●場所

多可町役場 4 階 議場

●対象

中学生以上の生徒・学生

●受付方法

当日受付（受付簿に記入）

●席数

40 席程度（混んでいないときは何席か使用していただいて結構です）

●注意事項

・他の利用者の迷惑にならないよう静かに利用してください

・議場内のパソコン機器等には絶対ふれないようにしてください

・椅子の移動、コンセントの使用はできません

・室内の温度は、冷えすぎない設定（原則 28℃設定）としています

・議場で飲食はできません

※飲食は４階エレベーター前のロビーでお願いします

・お帰りの時は、使用された机、座席周りをきれいにしてください

・ゴミ等はお持ち帰りください

・町議会議員が議場内にいるので、何かあれば声をかけてください
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

R1.7.9 議会事務局 山本 茂弘
0795－32－4775 
（内線    ）

事 業（行 事）名 

多可高等学校の生徒による模擬議会 

日 時（開催期間） 

令和元年８月８日（木）午前９時１５分～未定

場 所 

多可町役場 議会議場

趣旨または目的 

 公職選挙法の改正により「１８歳以上」が選挙の投票ができることになりました。  

このことを踏まえ、多可町議会は、若年層の政治参加の重要性や社会参画の意義を認識

してもらいたいと考え、今年で４回目となる多可高等学校の生徒と一緒に模擬議会を開

催します。

 具体的には、一般質問の模擬を行います。模擬を通じて、投票で選んだ議員が一般質

問をすることにより、政策にどのように反映され、その課題をどのように解決するのか

を体験してもらいます。

内 容 

 一般質問の模擬は、質問する議会側を多可高等学校の生徒が、答弁する執行部側を議

員が分担します。

多可高等学校の生徒は、事前に通告書を作成し、通告書に従って一般質問を行います。 

通告書を作成するにあたり、生徒と議員とで数回、ワークショップを行います。

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

令和元年 7 月 11 日 こども未来課 高瀬 恵利華
0795－32－2385 
（内線 383） 

事 業（行 事）名  

第３０回全国おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展 作品大募集！！ 

募集期間  令和元年９月６日（金）まで 

日 時（開催期間） 

【表彰式】 令和元年９月１６日（月・祝）９：３０～

【展示会】 令和元年９月１４日（土）～１６日（月・祝）

９：００～１７：００

場 所 

ガルテン八千代体育館

趣旨または目的 

多可町八千代区（旧野間谷村）は敬老の日発祥のまちです。

全国から作品を募り、応募者が絵画の制作を通しておじいちゃんおばあちゃんとの交

流を深めることによって、敬老精神の高揚と発信を目的としています。

内 容 

４・５歳児、小学生、中学生を対象におじいちゃんおばあちゃんの絵を募集し、応募

された全作品を展示します。

今年は第３０回を迎えにあたり、5,000 点の応募を目指しています。より多く夏休み

中の作品制作をしていただけるように、全国の都道府県・市区町村教育委員会・附属幼・

小・中学校、絵画教室等に広く作品募集を呼びかけています。

 今年度は第３０回記念特別賞して、中ライオンズクラブ会長賞、加美ライオンズクラ

ブ会長賞を設け、受賞者には「おじいちゃんおばあちゃんと旅行に行こう！！」クーポ

ン券を贈呈します。また新たに、特別賞に多可町商工会長賞を新設し、計２２名の特別

賞受賞者には、副賞として最高 5，000 円分の図書カードを贈呈します。また応募者全

員に参加賞を贈呈します。

参考資料など 

第３０回全国おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展 募集要項 
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多可町社協 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

2019/07/10 多可町社協 
地域福祉課 

田尻 泰啓 0795－32－3425 
（内線     ） 

 
事 業（行 事）名  

第 14 回社協まつり 

 

日 時（開催期間） 

 令和元年 7 月 28 日（日） 
 
場 所 

 多可町文化会館 ベルディーホール 
 
趣旨または目的 

 福祉についての理解と関心を高め、地域の支え合い・助けあい・福祉のまちづくりに

ついて考える機会として社協まつりを開催します。 
 
内 容 

ステージの内容 
 【午前の部】 
  10 時～ オープニング 
  10 時 50 分～ 麻木久仁子さんの講演会 
 【午後の部】 
  13 時～ ふれあい喫茶としてアリーナを開放 
  13 時 40 分～ たか手話サークルの手話歌 
  13 時 50 分～ 特別支援学校有志の合唱 
その他の企画 
 車いす、アイマスク体験、手話、点訳体験、介護相談、ボランティア活動相談 
 障がい者の作業所・特産品グループによる販売ブース、フリーマーケット等 
 
参考資料など 

7/21 新聞折込、多可町全戸配布のチラシを添付。 
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兵庫県共同募金会の
マスコット
"あかはねちゃん"です☆
今年も社協まつりを
盛り上げに行きます！

《プロフィール》
1962年、東京都生まれ。
テレビ、ラジオ番組で司会者、コメンテーターとして活躍する他、
知性派タレントとして各クイズ番組を中心にバラエティ番組への
出演機会も多い。
2010 年に脳梗塞を発症。また2012 年には乳がんの手術を受けた
経験から検診の大切さや経験した事を伝えている。

福祉に関する催し物がいっぱいです！
詳しくは７月２１日（日）の
新聞折り込みチラシをご覧ください！

・６月２４日（月）から社協各支部、
ヘルパーステーションにて事前配布を行います。

・全席自由席、お一人様５枚まで、先着順で、
なくなり次第終了となります。
・お越しの際には、氏名、住所を確認させていただきます。

《お問い合わせ先》
本部・中支部 ３２－３４２５
加 美 支 部 ３０－８１５１
八千代支部 ３７－０３６０
ヘルパーステーション ３０－７１１０

社協まつりは、共同募金配分金の
一部を活用させていただいております。

第１４回社協まつり実行委員会
多可町社会福祉協議会
多可町中区糀屋４３４-１１
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３．７月～８月の行事予定について ◆おすすめピックアップ

【町の話題（１）～（７）】 
(1) 夏休みのおでかけはコミバスで！ 

〇小・中学生限定 乗車フリーパス販売 

プールや町内の施設めぐり、夏休みの課題研究に活用してください。 

期 間  ７月２０日（土）～９月１日（日）※販売・利用とも 

料 金  ２００円 

販売場所 のぎくバス・路線バス（神姫グリーンバス、神姫バス）の車内 

※フリー区間は町内区間のみ（西脇市内区間での下車時には利用不可） 

問合先  企画秘書課  ℡（３２）２３８１

(2) 多可町図書館 ビブリンピック 開催～読書の促進と図書館員とのふれあいを 
※ビブリンピック･･･この言葉はビブリオ（書籍）とオリンピックの言葉を掛け合わせてつくっています 
 毎年、小学生対象に図書館員が選んだ本を読んでクイズに答えるという催しを夏休み期間におこなってき
ました。26年度からは、クイズだけではなく、「50冊読破に挑戦」という企画も加えて開催しています。 
今年度は、ご家族で本とふれあう時間を共有してもらおうと小学生以下を対象とした冊子も作成しました。

（期間中に 30冊を借り、ご家庭で絵本等を楽しんでもらう） 
図書館に行けば何か楽しいことがある、わくわくすることがあると思ってもらえるような取組をしています。読
書離れが叫ばれていますが、このような機会を設けることで、子ども達が自分にとってのお気に入りの1冊に
出会えるきっかけづくりになればと思っています。 

と き ７月２０日（土）～８月３１日（土） 受付時間：図書館開館日の１０時～１８時 

内容：小学生用（低・中・高学年の３部門に分かれています）／小学生以下の子どもがいるご家庭用 

【小学生】 

チャレンジ１：図書館員が選定した本12冊を読んでクイズに答える。 全問正解すれば達成。 
チャレンジ２：期間中に50冊の本を借りて読む。貸出のレシートを冊子に貼り付け記録し、冊数分の
スタンプの押印やシールを貼付してもらう。    50冊読破できればチャレンジ達成。 

【幼児用】 

夏休み期間中に30冊の本を借りて読む。もしくは読んでもらう。 
借りた冊数に合わせてスタンプの押印やシールの貼付 
→ それぞれのチャレンジを達成した人には期間終了後に景品を用意しています。 

☆参考 

（各冊子と中面）

問合先 多可町図書館  ℡（３２）５１７０ 

↑ 小学生向け各冊子

← 幼児向け配布冊子
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(3) わくわく健康教室ニュースポーツを楽しもう！（全３回シリーズの今回は第１回） 

と き ８月４日（日）午前９時～正午 

ところ アスパルアリーナ 

対 象 小学生以上 

内 容 第１回目はファミリーバトミントンです 

ファミリーバトミントンは、バドミントンの羽根にスポンジボールをつけたシャトルをシャフ

トの短いラケットを使い、３人対３人で打ち合います。 

手のひら感覚でシャトルが打て、さらにスポンジボールに羽根がついていることでスピードが

抑えられ、初めての人でもラリーが続きます。 

子どもから高齢者まで幅広い年齢層で楽しめます。

(4) 多可町図書館「夏休みの課題解決相談コーナー」 

と き ８月７日（水）～９日(金)  午前１０時～１２時 

ところ 多可町図書館（第２会議室） 

趣旨目的 夏休みの課題（自由研究・読書感想文）への取り組みに困っている小・中学生に課題

解決にむけての支援をする。 

内 容 ・夏休みの課題（自由研究・読書感想文）解決に困っている小・中学生が、課題解決に向け

て「申込書」に必要事項や相談内容を記入し、多可町図書館に申し込む。 

・８月７日（水）～９日（金）１０時～１２時に開設された「相談コーナー」で相談し、１人２０分程

度助言を受ける。 

・相談員は、あらかじめ申込書に記入された相談内容をもとに、適切な助言内容を準備して

臨む。 

・相談員は、元小・中学校の教職員。 

その他 自由研究や読書感想文に取り組むにあたって、子どもたちには、さまざまな悩みや迷いが

ある。図書館にはいっぱい資料があるが、それをどう活用したものか…とさえ悩んだりもし

ている。そんな子どもたちに少しでも支援ができ、いろんなことに興味や関心が広がってい

けばと考え、このコーナーを開設するに至った。 

(5) 道の駅杉原紙の里・多可～あまごつかみ体験イベント 

と き 

ところ 

内 容 

８月１０日（土）～１１日(日)  午前１０時～ 

道の駅杉原紙の里多可 

年に一度の恒例行事、あまごつかみ体験のイベントを今年も開催します。道の駅すぐ

横の杉原川のなかに囲いを作り、アマゴを放流して毎年子供たちが楽しそうに追いか

けています。 同じ日にほかのさまざまなイベントも行いますので、ぜひ遊びに来てく

ださい。 

(6) 第１３回多可町ふるさとの夏まつり～打ち上げ花火1000 発、最大８号玉が今年も夜空を彩ります 

と き ８月１５日（木）  午後６時30分～午後９時まで ※雨天中止 

ところ 加美プラザ駐車場 

内 容 多可町ふるさとの夏まつりは、盆の帰省客、住民等幅広い年齢層が一同に集い、ふれ

あい、交流する場を提供し、心豊かな町づくりを目指します。 
駐車場 会場周辺、交流会館、キッズランドかみ、松井小学校、ベルディーホール、八千代プ

ラザ  合計 約１,５００台 ※遠方駐車場からはシャトルバス運行１４台 
※会場周辺は交通規制等により大変な混雑が予想されますので、シャトルバス（専用ルート）のご利用が便利です。 
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(7) 体力測定～自分の体力年齢を知ろう～ 

と き  ８月２４日（土） ① 受付 ：午前8時30分～ 午前10時00分 

 ② 測定 ：午前 9時 00 分～正午(測定時間 約２時間) 

ところ  アスパルアリーナ（中区岸上２８１－５１） 

内 容 多可町では、日常的なスポーツ（運動）が健康・地域・仲間づくりにつながる『スポーツ

指数の「たかいい」まち』をめざしています。「体力測定」で基礎体力の傾向や客観的デ

ータに基づいた体力年齢を把握し、今後の健康作りに役立てましょう。 
 
 
【集落の話題（１）～（３）】 

(１) 楊柳寺千燈会 

と き  ７月２７日（土） 

ところ  柳山楊柳寺（多可町八千代区大和） 

内 容 

楊柳寺奉賛会による千灯会。千を越えるロウソクの幽玄な灯りが夏の夜の境内を照らします。参拝者はご

自身の手でロウソクに火をともし、先祖供養や願い事を祈願することが出来ます。 

午後３時～祈願法要や法話を行い、午後５時半ごろから灯りがともり始め供養法要へ移ります。 

その後は本堂にて、生涯学習落語講座生による落語に加え、露の団姫（つゆのまるこ）さんによる仏教落

語を開催。 

その他子供向けのボールすくいや、午後２時からはひょうご森の倶楽部による木工クラフト体験なども開催

予定です。 

問合先  柳山楊柳寺 薬王院 ℡（３８）０３００ 

 
(２) 播州糀屋稲荷神社八朔祭 

と き ８月３日（土）  ※荒天の場合は８／４に順延 

だんじり午前８時３０～正午（森本集落内を巡行） 

夏祭り午後７時頃～（６時３０分～神事・だんじり宮入） 午後８時から盆踊り 花火午後９時～ 

ところ 糀屋稲荷神社（中区糀屋） 

内 容 子どものだんじり、盆踊り、約７５０発の花火など見所いっぱいのお祭り。真夏のひとときを風情

豊かに演出します。ダンスグループあまのじゃくによるステージイベントも行います。 

問合先 稲荷神社奉賛会 会長 服部茂人さん ℡０９０（１９６１）９９０３ 
 

(３) 柳山寺 火の祈願祭 ぽっぽこねんじゃと夏まつり 

と き  ８月２４日（土） 午後６時に愛宕山神社に向け出発 

ところ  柳山寺集落（愛宕山神社～大歳神社・農村広場） 

内 容  柳山寺愛宕山神社の伝統行事。山頂にある愛宕山神社の御神火を松明に灯し、子供達が「ぽっ

ぽこねんじゃ豊年じゃ」掛け声とともに集落内を回り大歳神社まで運びます。この火を神様に供え

ると家内安全、無病息災、豊作などが叶えられると言われており、子供達の声が聞こえると各家で

はろうそくを持って家の前で子供達を待ち構えます。 

問合先  柳山寺副区長 木畑行博さん ☎090（4568）9161 
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【夏の楽しみどころ（１）】 

(1) 多可町中央公園噴水広場 

と き ７月２０日(土)～９月１日(日) ※夏休み期間中、噴水します。幼児の水遊びスポットです。 

 

 

【その他の話題（１）～（３）】 

(1) ドローンを見てみよう～触ってみよう～飛ばしてみよう～ 

と き  ８月１２日（月） 午後１時～午後５時  

ところ  旧八千代西小学校体育館 

主 催  ＮＰＯ法人チイプロ（商工会メンバー） 

後 援  多可町 多可町商工会 多可町教育委員会 なごみの里山都 

 

(2) 歩いて１分ご近所バンド《三谷三隣保コンサート》 

と き  ８月１８日（日） 午後１時３０分～  

ところ  古民家空間Kotonoha（多可町加美区三谷２５５） 

主 催  古民家空間Kotonoha 

 

(3) 講演会「わたしの『いのち』を生きること～ＪＲ福知山線脱線事故の経験を通して」 

と き  ８月２４日（土） 午後１時３０分～午後３時  

ところ  古民家空間Kotonoha（多可町加美区三谷２５５） 

参加費 １２００円 

主 催  古民家空間Kotonoha 

 

 

【ベルディーホールイベントガイド】 
(１) 加藤登紀子日本酒の日コンサート【チケット発売中】 

と き 令和元年９月２９日（日） 開演：午後４時（開場：午後３時） 

内 容 恒例の「加藤登紀子日本酒の日コンサート」を開催します。 

   【全席指定】Ｓ席６，０００円、Ａ席５,０００円、Ｂ席４,０００円（当日５００円増） 

 

男声バックコーラス隊 募集 
合唱曲は、登紀子さん作詞・作曲の「～山田錦に捧げる歌～乾杯！」と「あなたに捧げる歌」 

★練習日 7月31日(水)・８月6日(火)・8月21日(水)・8月27日(火)・9月4日(水) 

※登紀子さん指導日 ９月8日(日) 

★練習会場 多可町中プラザ大会議室（９月8日はベルディーホール） 

★練習時間 午後７時30分から（※９月８日は午後2時から） 

★参加費 800円（保険代等）   ★募集人数 25名 

★本 番 ９月29日（日） 噴水広場 午後2時から  日本酒の日コンサート 午後4時から 

 ※コンサートステージ参加にはチケットが必要です。 

 ※Ｔシャツ等別途購入が必要な場合があります。 

★締 切 7月28日（日） 

 
女声コーラス隊 同時募集 
９月 29 日の日本酒の日コンサートの噴水広場で男声コーラス隊と混声合唱をする女声コーラス隊のメンバーを募集し

ます。 
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杉玉づくりワークショップ参加者募集 
★と き ９月８日（日）午前9時30分～11時30分 
★ところ ベルディーホール ロビー 
★募集人数 30名 
★参加費 １人300円（保険代等） 
★持参物 手袋（杉のとげを通さないもの） 剪定ばさみ 
いずれも、参加申込書に必要事項を記入のうえ、FAX、電話、メール、ご持参にてお申し込みください。 
【問合先】ベルディーホール 
 
 
 

４．質 疑 

 

 

 

５．次回のお知らせ 

◆第１１３回多可町定例記者会見 

と き 令和元年８月２０日（火） 午後１時３０分～ 

ところ 多可町役場４０１会議室 

問合先 企画秘書課  ℡（３２）２３８１ 
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第１回目は ファミリーバドミントン 

日時・会場：令和元年８月４日(日)  アスパルアリーナ 

午前９時～正午頃 (受付 午前８時 30分～) 

（気象警報発令時等は中止） 

対 象：小学生以上 

内 容：アスパル体操後、ファミリーバドミントンの講習をして競技に親しんだあと、 

みんなで試合をして楽しむ。 

申込み：下欄申込書に記入し、７月 26日(金)午後５時までに下記いずれかへ。（FAX可） 

・生涯学習課(アスパル内)・加美プラザ・八千代プラザ ※いずれの施設も 8:30～22:00まで開館 

参加費：無料  ※教室中の事故等は、保険の範囲内での補償となります。(熱中症対象外) 

持ち物：体育館シューズ、水分補給用飲み物、タオル、など。(運動のできる服装で) 

その他：当教室は“多可町スポーツ DAY”対象事業です。 

  (他の対象事業と合わせ、スタンプ 10個集めて【多可町スポーツ DAY賞】に応募しましょう)     

（裏面もご覧ください） 

 

 

【協力】 

多可町体育協会 

多可町婦人会 

多可町スポーツクラブ 21連絡協議会 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

『わくわく❤ 第１回(ファミリーバドミントン)』参加申込書   令和元年  月  日 

✔チェック □個人で参加 □試合時このメンバーで希望 緊急時連絡先電話番号            

※ご記入いただく個人情報は厳正に管理し、当事業関係以外には使用いたしません。 

お 名 前 性 別 年 齢 ご 住 所(番地まで) 連絡先電話番号 

 男・女    才   

 男・女 才   

 男・女 才   

 

わくわく❤             (３回シリーズ) 

      第１回 参加者募集！ 

【主催・問合せ先】多可町スポーツ推進委員会 

事務局/〒679-1114多可町中区岸上 281-51 アスパル内(生涯学習課) 

 TEL(0795)３２－５１２２ FAX(0795)３２－１９３７ 

令 和 元 年 度 
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※詳しいルールは 当日に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回】囲碁ボール      【第３回】ドッヂビー 

10月 6日(日)北アリーナ       11月 30日(土)アスパルアリーナ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バドミントンの羽根にスポンジボールをつけたシャトルを 

シャフトの短いラケットを使い、３人対３人で打ち合います。 

手のひら感覚でシャトルが打て、さらにスポンジボールに羽根がついて 

いることでスピードが抑えられ、初めての人でもラリーが続きます。 

子どもから高齢者まで幅広い年齢層で楽しめます。 

 《多可町スポーツ推進委員会だより》 

ワクワクすぽ～つ 第７号 

令和元年７月１日発行もご覧ください 

予 告 
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多 可 町 で は 、 日 常 的 な ス ポ ー ツ （ 運 動 ） が 、 健 康 ・ 地 域 ・ 仲 間 づ く り に つ な
が る 『 ス ポ ー ツ 指 数 の 「 た か い い 」 ま ち 』 を 目 指 し て い ま す 。 

「体力測定」で 、 基 礎 体 力 の 傾 向 や 客 観 的 デ ー タ に 基 づ い た 体 力 年 齢 を 把握

し 、 今 後 の 健 康 づ く り に 役 立 て ま し ょ う ！ 

また「生活習慣チェック」で、生活習慣の総合評価を知ることができます。

【と き】

①受付：午前 8 時 30 分～午前 10 時 00 分

②測定：午前 9 時 00 分～正午（測定時間：約２時間）

【と こ ろ】 アスパル アリーナ（中区岸上 281-51）

【参加申込】

① 受付期間

② 資　　格 

③参 加 費

【 問  合  先 】 

り と り せ ん

『体力測定』参加申込書

№ 氏  名
生 年 月 日
（ 年 齢 ） 住  所 電 話 番 号

1 
S ･ H ． ．

（  歳）

2 
S ･ H ． ．

（  歳）

3 
S ･ H ． ．

（  歳）

４
S ･ H ． ．

（  歳）

※ 年齢は 2019 年 4 月 1 日 現 在 で ご 記 入 く だ さ い 。

令 和 元 年 度  多 可 町 ス ポ ー ツ DAY 

  令和 元 年 8 月 24 日（土）

④ 申　　込

き

令和元年7月16日（火）～　8月16日（金）

多 可 町 在 住 者 （ 20  歳～ 79  歳 ）
無　料

下 記 申 込 書 を 生 涯 学 習 課 （ ア ス パ ル ） ま た は 地 域 局 へ
 生涯学習課　TEL.３２－５１２２  　FAX.３２－１９３７

【 主       催 】      多　可　町 【 協       力 】 　　　多可町スポーツ推進委員会   
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【測定項目】

●新体力テスト（ 20 歳～ 64 歳対象）

① 握力 ② 上体起こし ③ 長座体前屈 ④ 反復横とび

⑤ 急歩  または  ⑥  20m シャトルラン（往復持久走）

⑦ 立ち幅とび

●新体力テスト（ 65 歳～ 79 歳対象）

① 握力 ② 上体起こし ③ 長座体前屈 ⑧ 開眼片足立ち

⑨ 10ｍ障害物歩行 ⑩ ６分間歩行

【項目内容】

① 握 力 ： 左 右 の 握 力 を 測 定 （ 筋力）

② 上 体 起 こ し ： 30  秒 間 の 上 体 起 こ し 回 数 を 測 定 （ 筋力）

③ 長 座 体 前 屈 ： 長 座 姿 勢 で 最 大 前 屈 時 の 距 離 を 測 定 （ 柔 軟 性 ）
④ 反 復 横 と び ： 20  秒 間 で 左 右 に ス テ ッ プ す る 回 数 を 測 定 （ 敏 し ょ う 性 ）
⑤ 急 歩 ： 男 子 1500ｍ 、 女 子 1000ｍ を 急 い で 歩き  時 間 を 測 定 （ 持久力）

⑥ 20ｍ シ ャ ト ル ラ ン ： 電 子 音 に 合 わ せ 20ｍ 間 の 往復回 数 を 測 定 （ 持 久 力 ） 

⑦ 立 ち 幅 と び ： 助 走 を せ ず に 踏 み 切 っ て 前 に 跳 ん だ 距 離 を 測定（ 跳躍力）

⑧ 開 眼 片 足 立 ち ： 片 足 立 ち の 持 続 時 間 を 測 定 （ 調整力）

⑨ 10ｍ 障 害 物 歩 行 ： 6 つ の 障 害 を 越 え 10ｍ の 歩 行 時 間 を 測定（ 脚力）

⑩ ６ 分 間 歩 行 ： ６ 分 間 で 歩 い た 距 離 を 測 定 （ 脚力）

【生活習慣チェック】〔元気ひょうご  健康増進プログラム〕

身長・体重などの基本情報と生活習慣に関する質問にお答えいただくと、

「身体活動」「食生活」「生活」などの生活習慣の改善ポイントをお示しし、

それぞれに合った改善プランを提供します。  

【注意事項】

① 健康状態のチェックで体調などの悪い点がある場合は、体力測定を実施

できないことがあります。

② 測定中の負傷については、町の加入している保険の範囲内で補償します

が、その他の責任は負いません。

③ 体育館内では必ず体育館シューズ（上履き）を使用してください。

～スタンプラリーで健康づくり !体 力 測 定 は 多 可 町 ス ポ ー ツ DAY の対象事業です～
　他の対象事業と合わせ、スタンプを10個集めて【多可町スポーツDAY賞】に応募しましょう
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多 可 町 イベントスケジュー ル Page 1

1.集落関係

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

2019年 7月20日 (土) 西安田3世代交流グラウンドゴルフ大会

赤坂3世代交流ラジオ体操スタート
2019年 7月22日 (月)

山口ラジオ体操

間子川下ふれあいまつり
2019年 7月27日 (土)

千灯会

2019年 7月28日 (日) 10:00 岩座神かかしまつり

2019年 8月 3日 (土) 糀屋稲荷八朔まつり

2019年 8月11日 (日) 三谷夏祭り（盆踊り・福引・夜店）

奥荒田夏祭り

門田夏祭り2019年 8月13日 (火)

中村交流夏まつり

高岸夏まつり
2019年 8月14日 (水)

赤坂夏祭り

2019年 8月16日 (金) 俵田弥勒さん（弥勒堂で数珠回し）

2019年 8月18日 (日) 11:00 箸荷愛宕神社祭礼

2.各種イベント

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

9:00 多可町ウォーキングガイド養成講座
2019年 7月20日 (土)

9:00 多可三山をめぐるファミリーハイキング（笠形山）

2019年 7月23日 (火) ふるさと創造大学第3回講座糀屋ダムの歴史

2019年 7月24日 (水) 誰でも出来る子ども料理教室 八千代プラザ

2019年 7月25日 (木) 8:30 加美仏教会中学生夏期講座（取材依頼）※24日も 極楽寺.専浄寺

2019年 7月27日 (土) 19:00 旭堂南海講演　夏梅太郎右衛門物語 熊野部公会堂

公民館親善ソフトボール大会予選（フリー）

子連協将棋・オセロ大会2019年 7月28日 (日)

社協祭り

2019年 7月31日 (水) 夏チャレ「おじいちゃんおばあちゃんと絵を描こう
会」 なか・やちよの森

イングリッシュキャンプ 加美プラザ＆大平キャンプ場
2019年 8月 1日 (木)

夏チャレ「陶芸体験」 兵庫陶芸美術館

2019年 8月 2日 (金) 誰でも出来る子ども料理教室 交流会館

公民館親善ソフトボール大会決勝（フリー）
2019年 8月 4日 (日)

13:30 多可町音楽鑑賞会 かみingホール

2019年 8月 6日 (火) 夏チャレ「ソーセージつくり」 但馬牧場公園

2019年 8月 7日 (水) 夏チャレ「れきしたんけん」 町内
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多 可 町 イベントスケジュー ル Page 2

2.各種イベント

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

いじめサミット
2019年 8月 8日 (木)

夏チャレ「カヤック体験」 円山川体験

2019年 8月 9日 (金) 誰でも出来る子ども料理教室

2019年 8月10日 (土) ふるさと創造大学第4回講座歌うよろこび、聞く楽し
み～歌謡曲からオペラまで～

2019年 8月15日 (木) 多可町ふるさとの夏祭り

3.学校関係

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

松井小6年親子ふれあい（～21日）

八千代小6年親子ふれあい2019年 7月20日 (土)

杉原谷小6年親子ふれあい（～21日）

2019年 7月22日 (月) 各小学校で夏休み勉強会スタート（ＡＭ）

2019年 7月24日 (水) キッズランドやちよわんぱくウォーク（川遊び）

2019年 7月26日 (金) キッズランドかみ川遊び

2019年 7月27日 (土) 14:00 四恩こども園夏まつり

みどりこども園川遊び
2019年 7月31日 (水)

八千代中学校クリーンキャンペーン

2019年 8月 1日 あさかこども園ハーモニーパーク川遊び

2019年 8月 8日
(木)

高校生議会

八千代小ＰＴＡ奉仕作業
2019年 8月18日 (日)

中町中ＰＴＡ奉仕作業

2019年 8月19日 (月) 未来を開く少年会議（加美中参加）

5.各種団体

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

2019年 7月26日 (金) 10:00 多可学園「暮らしに役立つ気象情報～災害から身を守
る～」 ベルディー

2019年 8月 3日 (土) 15:00 加美ＦＣjr.「体幹トレーニング講習会」 北部体育館

2019年 8月12日 (月) 13:00 廃校有効活用施策ドローン飛行体験、見学会（NPOチ
イプロ） 旧八千代西小体育館

2019年 8月13日 (火) 中町北小同窓会夏祭り

2019年 8月18日 (日) 公民館親善男女別家庭バレーボール大会（予選）
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6.子育て関係

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

2019年 7月29日 (月) 子育てふれあいセンター「赤ちゃん広場」

7.その他

日 付 曜日 時 間 イ ベ ン ト 名 場 所

2019年 8月 4日 (日) 農地パトロール 加美区

2019年 8月 7日 (水) 水稲病害虫発生予察（第４回）
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